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問い合わせ

商工雇用係

問い合わせ

選挙管理委員会

問い合わせ

業務係

問い合わせ

障がい福祉係
53-3333

に
お
い
て
小
学
校
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま

で
の
児
童

●
入
会
金
／
無
料

●
定
員
／
お
お
む
ね
80
人
（
定
員
を
超
え

る
申
し
込
み
が
あ
っ
た
時
は
、
入
会
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

●
受
付
期
間
／
1
月
9
日C

か
ら
2
月
9

日N

ま
で

●
申
し
込
み
／

子
育
て
施
策
推

進
係障

害
福
祉
制
度
の
認
定
に
必
要
な

診
断
書
等
の
費
用
を
助
成
し
ま
す

　

町
で
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

る
際
や
、
障
が
い
に
係
る
手
当
て
の
手
続

き
な
ど
に
、
診
断
書
や
医
師
の
意
見
書
の

提
出
を
必
須
と
す
る
人
の
経
済
的
な
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
診
断
書
等
の
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
該
当
す
る
手
続
き

▽
障
害
者
手
帳
交
付
等
の
申
請

▽
補
装
具
費
の
給
付
申
請

▽
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
、
更
生
医

療
、
育
成
医
療
）
の
申
請

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
、
特
別
障
害
者
手
当
の
申
請

●
助
成
額
／
全
額（
上
限
額
あ
り
）

●
対
象
者
／
該
当
す
る
手
続
き
の
申
請
が

令
和
5
年
4
月
以
降
に
認
定
さ
れ
た
人

●
必
要
書
類
／
診
断
書
等
取
得
費
用
の
領

収
書
、
助
成
金
の
振
り
込
み
を
す
る
通
帳

の
写
し

●
申
請
期
日
／
3
月
29
日N

●
申
請
先
／
障
が
い

福
祉
係

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
は

資
格
登
録
更
新
手
続
き
を

　

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格
の
有

効
期
間
は
５
年
間
で
、
５
年
ご
と
に
資
格

を
更
新
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
後
日
更
新
案
内
と
申
込

書
が
届
き
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
住
所
な
ど
を
変
更
し
た
対
象
者

は
、
更
新
案
内
が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
速
や
か
に
変
更
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
／
①
平
成
30
年
度
に
北
海
道
排

水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
試
験
に
合
格
し

た
人

②
資
格
更
新
手
続
き
を
行
っ
た
人
で
、
資

格
登
録
期
間
が
令
和
6
年
３
月
31
日
で
満

了
す
る
人

●
受
付
期
間
／
１
月

9
日C

か
ら
15
日X

●
手
数
料
／
７
千
円

（
テ
キ
ス
ト
代
を
含
む
）

●
更
新
手
続
き
先
／

業
務
係

政
治
家
の

寄
附
は
禁
止

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、
お
金
や

物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

お
り
、
違
反
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
有
権
者
が
寄
附
や
贈
り
物
を
求

め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
明
る

い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

　

主
な
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

厚
岸
の
食
材
を
使
っ
た

料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す

町
民
の
皆
さ

ん
に『
食
』へ
の

意
識
を
深
め
て

も
ら
う
た
め
、

ホ
ー
ム
ク
ッ
キ

ン
グ
リ
ー
ダ
ー

養
成
講
座
を
開

催
し
ま
す
。

　

講
座
は
全
３

回
、『
ホ
タ
テ
』

を
使
っ
た
調
理

実
習
を
２
回
、

食
中
毒
な
ど
の

知
識
を
学
ぶ
食

品
衛
生
講
習
を

１
回
開
催
し
ま

す
。

　

ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん

お
誘
い
の
う
え

ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
1
つ
の
講
座
の
み
の

参
加
も
可
能
で
す
）

※
状
況
に
よ
り
講
座
内
容
を
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す

●
定
員
／
各
講
座
10
人
ま
で

●
参
加
料
／
無
料

●
申
込
期
限
／
１
月
19
日N

ま
で

●
申
し
込
み
／
商
工
雇
用
係

福
祉

仕
事

選
挙

食
文
化

※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります
【広報誌『総務省』（2023年12月号）より】

Erable 前田　規仁 氏

釧路保健所職員

厚岸漁業協同組合女性部　2名

講 師

保健福祉総合センター
あみか21

厚岸町役場

保健福祉総合センター
あみか21

場 所

調理実習

食品衛生
講習

調理実習

講座内容

2月19日（月）
10時から13時

2月 7 日（水）
11時から12時

1月31日（水）
10時から13時

日 時


